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○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

第
二
百
三
十
二
条
の
五

（
略
）

２

普
通
地
方
公
共
団
体
の
支
出
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
資
金
前
渡
、
概
算
払
、
前
金
払
、
繰
替
払
、
隔
地
払
又
は
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
つ
て
こ
れ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

附

則

第
七
条

地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
を
受
け

た
保
証
事
業
会
社
の
保
証
に
係
る
公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
費
の
三
割
（
当
該
経
費
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
当
該
割
合
に
よ
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
割
合
に
三
割
以
内
の
割
合
を
加
え
、
又
は
当
該
割
合
か
ら
一

割
以
内
の
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
限
り
、
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）
に
際
し
災
害

救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
災
市
町
村
の
区
域
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
施
行
す
る
公
共
工
事
（
当
該
公
共
工
事
が
施
行
さ
れ
る
区
域
が
被
災
市
町
村
の
区
域
と
そ
れ
以
外
の
区
域
に
ま
た
が
る
も
の
を
含
む
。
）
に
要
す
る
経
費
に
つ
い

て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
経
費
の
三
割
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
経
費
の
四
割
」
と
す
る
。

○

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
（
抄
）

附

則

第
三
条

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万
円
以
上
の
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
（
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
調
査
並
び

に
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
械
類
の
製
造
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
材
料
費
、
労
務
費
、
機

械
器
具
の
賃
借
料
、
機
械
購
入
費
（
当
該
工
事
に
お
い
て
償
却
さ
れ
る
割
合
に
相
当
す
る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
費
、
支
払
運
賃
、
修
繕
費
、
仮
設
費
及
び
現
場
管
理
費
並

び
に
一
般
管
理
費
等
の
う
ち
当
該
工
事
の
施
工
に
要
す
る
費
用
（
第
三
項
に
お
い
て
「
材
料
費
等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
と
し
て
必
要
な
経
費
の
前
金
払
の
割
合
は

、
こ
れ
ら
の
経
費
の
四
割
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
。

２

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）
に
際
し
災
害

救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
災
市
町
村
の
区
域
」
と
い
う
。
）
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に
お
い
て
施
行
す
る
公
共
工
事
（
当
該
公
共
工
事
が
施
行
さ
れ
る
区
域
が
被
災
市
町
村
の
区
域
と
そ
れ
以
外
の
区
域
に
ま
た
が
る
も
の
を
含
む
。
）
に
要
す
る
経
費
に
つ
い

て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
四
割
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
割
」
と
す
る
。

３

（
略
）

○

公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
の
発
注
す
る
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
（
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
設

計
、
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
に
関
す
る
調
査
及
び
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
械
類
の
製
造
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
又
は
測
量
（
土
地
の
測
量
、
地
図
の
調
製
及
び
測
量
用
写
真
の
撮
影
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
い
、
資
源
の
開
発
等

に
つ
い
て
の
重
要
な
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
又
は
測
量
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
前
払
金
の
保
証
」
と
は
、
公
共
工
事
に
関
し
て
そ
の
発
注
者
が
前
金
払
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
請
負
者
か
ら
保
証
料
を
受
け
取
り
、
当
該
請
負

者
が
債
務
を
履
行
し
な
い
た
め
に
発
注
者
が
そ
の
公
共
工
事
の
請
負
契
約
を
解
除
し
た
と
き
に
、
前
金
払
を
し
た
額
（
出
来
形
払
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
加
え
た
額

）
か
ら
当
該
公
共
工
事
の
既
済
部
分
に
対
す
る
代
価
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
前
金
払
を
し
た
額
に
出
来
形
払
を
し
た
額
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
金
払
を

し
た
額
を
限
度
と
す
る
。
以
下
「
保
証
金
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
当
該
請
負
者
に
代
つ
て
引
き
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
前
払
金
保
証
事
業
」
と
は
、
前
払
金
の
保
証
（
こ
れ
に
関
連
し
て
行
な
う
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
含
む
。
）
を
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
事
業
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
証
事
業
会
社
」
と
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
前
払
金
保
証
事
業
を
営
む
会
社
を
い
う
。

５

（
略
）

（
登
録
）

第
三
条

前
払
金
保
証
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
）

第
四
条

前
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録

申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
登
録
の
実
施
及
び
登
録
の
通
知
）

第
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
く
外
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
前

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号
を
保
証
事
業
会
社
登
録
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
登
録
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


